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 第３条中第４条の改正を次のように改める。 

（助成の範囲） 

第 ４ 条  市 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 に お け る 医 療 費 の う

ち、国民健康保険法の被保険者又は

社会保険各法の被保険者若しくは組

合員（被保険者又は組合員であつた

者を含む。以下同じ。）が負担すべ

き額（当該医療に要する費用の額か

ら国民健康保険法及び社会保険各法

の 規 定 に よ り 医 療 の 給 付 を 行 う 者

（以下「保険者」という。）が負担

すべき額（保険者の規約、定款、運

営規則等により医療保険各法による

保険給付と併せて当該保険給付に準

（助成の範囲） 

第４条 市は、次の各号のいずれかに

該当する場合における医療費のう

ち、国民健康保険法の被保険者又は

社会保険各法の被保険者若しくは組

合員（被保険者又は組合員であつた

者を含む。以下同じ。）が負担すべ

き額（当該医療に要する費用の額か

ら国民健康保険法及び社会保険各法

の規定により医療の給付を行う者

（以下「保険者」という。）が負担

すべき額（保険者の規約、定款、運

営規則等により医療保険各法による

保険給付と併せて当該保険給付に準



ずる給付を受けることができる場合

における当該給付を含む。）及び医

療保険各法以外の法令の規定その他

の 制 度 に よ つ て 国 、 地 方 公 共 団 体

（ 保 険 者 た る 地 方 公 共 団 体 を 除

く。）又は独立行政法人の負担にお

いて行われる医療に関する給付の額

を控除した額。以下「被保険者等負

担額」という。）について、対象乳

幼児等の医療費の被保険者等負担額

の全額を助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

(1)、 (2) [略 ] 

 

ずる給付を受けることができる場合

における当該給付を含む。）を控除

した額。以下「被保険者等負担額」

という。）について、対象乳幼児等

である乳児の医療費並びに対象乳幼

児等である幼児等、小児及び児童の

入院に係る医療費の場合にあつては

被保険者等負担額の全額を、対象乳

幼児等である幼児等、小児及び児童

の外来に係る医療費の場合にあつて

は被保険者等負担額から一部負担金

を控除した額（対象乳幼児等である

幼児等のうち３歳の誕生日の属する

月の末日までの間にある者にあつて

は、次項から第５項までの規定にか

かわらず、被保険者等負担額の全

額）を助成する。ただし、法令の規

定その他の制度によつて国、地方公

共団体又は独立行政法人が負担する

医療に関する助成を受けることがで

きるときは、この限りでない。 

(1)、 (2) [略 ] 

２  前項の一部負担金（以下単に「一

部負担金」という。）の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、医

療担当者等（診療、薬剤の支給又は

手当を行う病院、診療所、薬局その

他の者をいう。以下同じ。）ごとに

当該各号に定める額とする。 



(1) 対象乳幼児等である幼児等（６

歳の誕生日の前日以後の最初の３

月31日までの間にある者に限

る。）の外来に係る医療費の場合

 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ア  当該被保険者等負担額の１日

当たりの合計額が400円を超え

るとき。 400円  

イ  当該被保険者等負担額の１日

当たりの合計額が400円以下で

あるとき。 当該合計額の全額 

(2) 対象乳幼児等である幼児等（６

歳の誕生日の前日以後の最初の３

月31日までの間にある者を除

く。）、小児及び児童の外来に係

る医療費の場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

ア  当該被保険者等負担額に３分

の２を乗じて得た額の１日当た

りの合計額が400円を超えると

き。 400円  

イ  当該被保険者等負担額に３分

の２を乗じて得た額の１日当た

りの合計額が400円以下である

とき。 当該合計額の全額 

３  歯科診療及び歯科診療以外の診療

を併せ行う病院又は診療所は、前項



の規定の適用については、歯科診療

及び歯科診療以外の診療につきそれ

ぞれ別個の医療担当者等とみなす。 

４  第１項本文の規定にかかわらず、

対象乳幼児等のうち幼児等、小児及

び児童の外来に係る医療費の場合で

あつて、同一の月において同一の医

療担当者等に一部負担金の支払を２

回以上行つたときは、その月のその

後の期間内に当該医療担当者等にお

いて医療を受ける場合の被保険者等

負担額の全額を助成する。この場合

において、同一の日に同一の医療担

当者等に２回以上行つた一部負担金

の支払の合計額は、その合計額を１

回の一部負担金の支払額とみなす。 

５  第６条第２項の助成（対象乳幼児

等のうち幼児等、小児及び児童の外

来に係る医療費に関するものに限

る。）の場合であつて、同一の医療

担当者等で同一の月に２日以上医療

を受けるときは、前項の規定にかか

わらず、当該医療担当者等に支払つ

た被保険者等負担額の当該期間内の

総額から一部負担金を１日当たり 

400円として２日を限度に乗じた額

を控除した額を助成するものとす

る。ただし、次条第１項ただし書に

規定する資格者が、当該医療担当者



等で当該期間内に支払つた初めの２

日分の当該被保険者等負担額につ

き、１日当たりの支払額がそれぞれ

400円以下である旨の申立てを行

い、これを市長が認めるときは、当

該医療担当者等に支払つた被保険者

等負担額の当該期間内の総額から当

該申立てに係る額の２日分の合計額

を控除した額を助成するものとす

る。 

６  市長は、対象者が医療担当者等に

一部負担金を支払うことが困難であ

ると認めるときその他特別の理由が

あるときは、第２項の規定にかかわ

らず、規則で定めるところにより、

一部負担金を免除することができ

る。 

 


